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鶴留社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 鶴留 舞 

〒820-0067 飯塚市川津 693-47-1F 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

企業の同一労働同一賃金への対応状況は？ 

鶴留社労士事務所だより 

◆４月から全面施行「同一労働同一賃金」 

パートタイム・有期雇用労働法の施行に伴って、企業には正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消等が

求められています。2021 年４月から中小企業にも全面的に適用されるこの「同一労働同一賃金」。完全施行を前に準備

を進めている企業も多いところです。企業の対応状況はどのようになっているのでしょうか。 

◆「同一労働同一賃金」ルール 認知度は６割 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構が実施した調査（10 月１日現在の状況について調査。有効回答数（有効回答

率） 9,027 社（45.1％））によれば、同一労働同一賃金ルールについて「内容を知っている｣との回答が６割超となっ

ています（大企業（常用雇用者 301 人以上）で 93.6％、中小企業（同 300 人以下）で 63.3％）。｢内容はわからな

いが、同一労働同一賃金という文言は聞いたことがある｣は 31.4％（大企業 5.2％、中小企業 32.6％）となっており、

適用前の中小企業ではまだ周知が不十分である状況もわかります。 

◆対応完了は約 15％ 

同調査によれば、同一労働同一賃金ルールへの対応（雇用管理の見直し）について、｢既に必要な見直しを行った（対応

完了）｣が 14.9％（大企業 27.5％、中小企業 14.1％）、｢現在、必要な見直しを行っている（対応中）｣が 11.5％（大

企業 23.9％、中小企業 10.8％）、｢今後の見直しに向けて検討中（対応予定）｣が 19.5％（大企業 25.7％、中小企業 

19.3％）となっています。約半数が「必要な見直しを行った・行っている、または検討中」である一方、「従来通りで見

直しの必要なし（対応完了）」が 34.1％（大企業 16.5％、中小企業 35.1％）、｢対応方針は、未定・わからない｣が

19.4％（大企業 6.4％、中小企業 20.1％）となっており、まだ手をつけていないという企業も多いようです。 

◆不合理な待遇差禁止義務への対応が４割 

対応策にも様々ありますが、本調査では（複数回答）、｢左記（正社員と職務・人材活用とも同じ）以外のパート・有期

社員の待遇の見直し（不合理な待遇差禁止義務への対応）｣が４割を超え（42.9％）、｢正社員とパート・有期社員の、職

務分離や人材活用の違いの明確化｣（19.4％）、｢正社員と職務・人材活用とも同じパート・有期社員の待遇の見直し（差

別的取扱い禁止義務への対応）｣（18.8％）、｢就業規則や労使協定の改定｣（18.6％）、｢労働条件（正社員との待遇差

の内容・理由を含む）の明示や説明｣（17.0％）、「パート・有期社員の正社員化や正社員転換制度の導入・拡充」（12.8％）、

｢正社員を含めた待遇の整理や人事制度の改定｣（10.7％）、「正社員の待遇の見直し（引下げ等）」（6.1％）等が続い

ています。 

これからという企業も、自社の状況をみながら具体的な対応を検討していきたいところです。 

 

 

【独立行政法人 労働政策研究・研修機構「『パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査』結果」PDF】 

https://www.jil.go.jp/press/documents/20201225.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正の概要 

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、障害者雇
用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）において、事業主には、障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する
義務が課されています。この法定の障害者雇用率が、令和３年３月１日から 0.1％引き上げられることになりました。 
改正の経緯としては、平成 30 年４月１日施行の改正で、法令上は、2.0％から「2.3％」に引き上げられました。ただ

し、経過措置として、平成 30 年４月１日から起算して３年を経過する日より前に廃止することして、当分の間は、「2.2％」
とすることとしていました。 
この経過措置の廃止の期日が、「令和３年３月１日」とされ、結果的に、同日から法令上の「2.3％」が適用されること

になりました。 

３月１日から障害者雇用率が引き上げられます！ 

職場での新型コロナウイルス感染予防に役立つマスクの素材と効果の知識 

◆11 都府県に再び緊急事態宣言 

１月 13 日、政府は、東京、千葉、神奈川、埼玉の１

都３県に続いて、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、栃木、

福岡にも緊急事態宣言を発令しました。 

１月５日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の

提言では、イギリスの科学雑誌「ネイチャー」の掲載論

文等を踏まえ飲食の場を中心とした対策が中心となっ

ていますが、「全国的に急速に感染がまん延するおそれ

もある」ともされ、広く感染予防対策を徹底する必要が

あります。 

 
◆発声と飛沫量の関係は？ 

さらに、カラオケや飲食による感染が問題となってい

ることを受け、会話、大声、歌唱、飲食時における呼気

流量がどのように変化するかの実験も行われています。 

実験結果によれば、カラオケや大声で話す場合、大き

な飛沫の量は、通常会話と比較しておよそ 10 倍増加

し、飛沫が飛び出す勢いは 1.5 倍から２倍程度になると

いうことです。また、飛沫の到達距離は 1.5 倍程度増え

るため、人との間隔を十分にとること、小さな飛沫の数

もおよそ 2 倍となるため、十分な換気が必要ということ

です。 

 

◆職場での感染予防のために 

厚生労働省は、１月８日、労使団体や業種別事業主団体など

の経済団体に対し、テレワークの積極的な活用、職場における

感染予防、健康管理の強化等への協力を依頼しています。自社

の事業継続のためにも、積極的に職場での感染予防に取り組み

ましょう。 

◆マスク着用による予防効果は？ 

感染予防対策として、手指の消毒、マスクの着用、換気の実

施が呼びかけられていますが、マスクの予防効果は、素材によ

って異なります。 

昨年 10 月に国立大学法人豊橋技術科学大学が公表した実験

結果では、マスク（不織布、布、ウレタン）とフェイスシール

ド、マウスシールドを着用した場合の変化が数値で表されてい

ます。 

同実験結果によれば、吐出し飛沫の外部流出量が、着用なし

を 100％とした場合、不織布・布では 20％程度に抑えられま

すが、ウレタンでは 50％、マウスシールドでは 90％と、効果

に差があります。また、吸込み飛沫量については、不織布では

30％程度に抑えられますが、ウレタンでは 60～70％、フェ

イスシールドやマウスシールドでは小さな飛沫に対しては効果

なし、という結果になっています。 

 

障害者雇用率 

事業主（国および地方公共団体を除く）は、その雇用する対象障害者（※）である労働者の数が、その雇用する労働者の
数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数に１人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる）以上であるようにし
なければなりません（障害者雇用促進法 43 条１項）。 
※対象障害者とは、身体障害者、知的障害者または精神障害者（精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定によ
り精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る）をいいます（障害者雇用促進法 37 条２項）。 

この障害者雇用率が、３月１日から以下のとおりとなります（いずれも同日前より 0.1％引上げ）。 
・一般事業主（一定の特殊法人を除く）………………………100 分の 2.3 
・一定の特殊法人…………………………………………………100 分の 2.6 
・国・地方公共団体（都道府県等の教育委員会を除く）……100 分の 2.6 
・都道府県等の教育委員会………………………………………100 分の 2.5 

障害者雇用率の引上げの影響 

障害者雇用率の引上げに伴い、対象障害者を１人以上雇用する義務のある一般事業主（一定の特殊法人を除く）は、常

時雇用する労働者の数が 43.5 人以上の事業主となります（１人÷100 分の 2.3＝43.478≒43.5 人）。 

この事業主には対象障害者の雇用義務のほか、次の義務・努力義務が課せられます。 

・毎年、６月１日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月 15 日までに、管轄公共職業安定

所長に報告する義務（障害者雇用促進法 43 条７項） 

・障害者雇用推進者を選任する努力義務（障害者雇用促進法 78 条） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業中の就労について 

 

◆テレワーク実施前後のモチベーション変化 

 昨今急速に普及したテレワークですが、働く人々のモチベーションにはどのような影響があるのでしょうか。株式会社リ
クルートキャリアは、コロナ禍でテレワークをするようになった就業者 2,272 名に、仕事に関するアンケートを実施しま
した。現在もテレワークを実施している人に働くモチベーションについて聞いたところ、テレワーク実施前では「やや低い」
「非常に低い」の回答は 14.1％であるのに対して、テレワーク実施後の同指標は 22.5％（8.4pt 増）でした。つまり、テ
レワークによってモチベーションが低下した人が増えているのです。 

◆モチベーションを左右する要素 

 社会組織心理学の第一人者であるハックマンは、取り組むべき仕事が次の５つの要素をどの程度満たしているかによっ
て、人々のモチベーションが左右されるとしています。 
 ① 求められるスキルの多様性 
 ② 仕事の全体感の把握 
 ③ 仕事の重要性の実感 
 ④ 仕事の進め方の裁量 
 ⑤ 上司や同僚からのフィードバック 
 この５つのうち、テレワークによって影響を受けたと感じた人が多かったのが、②仕事の全体感の把握（テレワーク実施
前後で 20pt 減）、③仕事の重要性の実感（同 13.2pt 減）、⑤上司や同僚からのフィードバック（同 15.6pt 減）でした。 

◆普段以上にコミュニケーションを！ 

 テレワークによるモチベーション低下を防ぐには、上記②③⑤に働きかけることが有効だと考えられます。アンケートの
フリーコメントからは、テレワークにより上司や同僚とのコミュニケーションが減少したことによって、これらの度合いが
低くなったと感じている様子が読み取れます。つまり、テレワークでは、普段以上に上司や部下、同僚間のコミュニケーシ
ョンを密に行うこと、職場の全員がそれを心掛けることが必要です。テレワークを“導入して終わり”にするのではなく、
コミュニケーションをとりやすくするための施策（オンラインツールの活用、１on１の実施等）を行うことが成功の鍵とい
えるでしょう。 
 
 
 
 

【株式会社リクルートキャリア「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」】 

https://www.recruitcareer.co.jp/news/20201222_02yga8m.pdf 

 

テレワークではモチベーション低下対策を 

◆育児休業中の就労にあたっての留意点 

事業主の一方的な指示により就労させることはできません
ので、労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必
要です。また、事業主は、育児休業中に就労しなかったこと
を理由として、人事考課において不利益な評価をするなど、
労働者に不利益な取扱いをしてはなりませんし、上司や同僚
からのハラスメントが起きないよう、雇用管理上必要な措置
（マタハラについての相談体制の整備、相談が発生したとき
の適切な対応等）を講ずる必要があります。 

◆一時的・臨時的に就労した場合、育児休業給付金は支給さ

れるか？ 

上記のように、一時的・臨時的にその事業主の下で就労し
た場合、就労が月 10 日（10 日を超える場合は 80 時間）以
下であれば、育児休業給付金は支給されます。 

◆一時的・臨時的就労に該当するケース 

厚生労働省が公表している「育児休業中の就労につい
て」というリーフレット（令和２年 12 月）において、
一時的・臨時的に就労と該当する例と該当しない例が示
されています。 

 
① 労働者の育児休業期間中に、限られた少数の社員に
しか情報が共有されていない機密性の高い事項に関わ
るトラブルが発生したため、当該事項の詳細や経緯を
知っている当該労働者に、一時的なトラブル対応を事
業主が依頼し、当該労働者が合意した場合。 

 
② 労働者は育児休業の開始当初は全日を休業していた
が、一定期間の療養が必要な感染症がまん延したこと
により生じた従業員の大幅な欠員状態が短期的に発生
し、一時的に当該労働者が得意とする業務を遂行でき
る者がいなくなったため、テレワークによる一時的な
就労を事業主が依頼し、当該労働者が合意した場合な
ど。 

 
これらの事例はあくまで一例であり、これらの事例に

合致しないケースが一律に一時的・臨時的な就労に該当
しないことにはなりません。 
また、一時的・臨時的就労と判断されない例として、

③労働者が育児休業開始当初より、あらかじめ決められ
た１日４時間で月 20 日間勤務する場合や、毎週特定の
曜日または時間に勤務する場合、を挙げています。 

◆育児休業中に就労することはできるか？ 

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うため
に、休業期間中の労務提供を消滅させる制度です。よって、
休業期間中に就労することは想定されていません。 
しかし、労使の話合いにより、子の養育をする必要がない

期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労するこ
とができます。ただし、恒常的・定期的に就労させる場合
は、育児休業をしていることになりません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

 

◆1 日 

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

※なお、還付申告については２月１５日以前でも受付可能。 

 

3 月 1 日 

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 


